
別記１

作業仕様書

１．各帳票における作業

受託者は、別記２の仕様に基づき、帳票における下記の各作業を行うもの

とする。スケジュールについては、別記３及び４を参照すること。

２．帳票等の作成

受託者は、別記２の仕様に基づき、下関市と協議等を行い、内容を詳細に

確認の上、帳票等の作成を行う。

帳票等は、レイアウト、文言等の変更が発生することがあるため、２回以

上の更正を前提とすること。

下関市が印字を行うものである随時発行用は、左右のマージナル穴部分の

裁断は行わず、ミシン目を入れた状態での納品とする。

３．印字

（１）２で作成した帳票のうち、別記２における１から３－２まで及び６の

帳票については、貸与データを印字するもの。

（２）印字データは下関市が指定したＵＳＢメモリに格納し、受託者に貸与

する。各種帳票における受渡時期については、別記４の仕様に基づき貸

与する。

４．裁断

３で完成した帳票のうち、別記２における１、２－２、３－２及び６の

帳票は、裁断機を用いて裁断し、左右のマージナル穴部分を切取線に沿っ

て切り離すこと。

５．圧着加工

４で裁断した帳票のうち、別記２における１及び６の帳票についての圧

着加工を行うこと。

６．製本

４で裁断した帳票のうち、別記２における２－２及び３－２の帳票につ

いて、全てのり等を使用し製本すること。

とじた紙片が容易に脱落しないように必要な措置を講じること。

帳票は、作業中に順番を変えないようにすること。



作業中に帳票の汚損又は毀損した場合は、印刷をやり直して対処するこ

と。その際は、再印刷した帳票の種類及びページ番号並びに再印刷後のチ

ェック作業が完了したことが確認できるものを作成し、必要に応じて提出

できるように記録すること。

７．封入封かん

６で製本を行った帳票を全て機械による封入及び封かん作業を行うこと。

その際、誤封入防止に細心の注意を払うこと。なお、別記２における２－

２及び３－２の帳票については、別記２の５－２を同封物として別記５の

とおり指定した順で封入すること。

８．抜取り

５及び７の作業終了後に下関市から抜取依頼のあった場合は、成果物の

うちから抜取りを行うものとする。

下関市は、抜取依頼をする際は、帳票それぞれに付番された整理番号等

を基に依頼を行うものとする。

受託者は、抜取りを行った成果物を納品に合わせて下関市に提出するも

のとする。

９．成果物の納入

（１）箱詰納品

圧着加工及び封入封かんが完了した納付書等は、箱詰めし、別記４の納

期限までに納品すること。納品に当たっては、別記７を参照（詳細は別途

協議）することとし、箱の所定箇所に帳票の種類、通数、箱数等を記載し

たラベルを貼り、データ順に箱詰めすること。

（２）件数報告

出力した通知書の種類ごとの件数表を作成し、納品時に報告すること。


